
- 1 - 

ごあいさつ 
皆様方には、砺波信用金庫に対し平素よりご愛顧、お引き立てを賜り、心より厚く御礼申し上げます。 

当金庫は、昭和４年３月１日に営業を開始して以来、皆様方のお役に立つべく地域金融機関としての使命達成に

邁進してまいりました。 

令和２年度の経済状況は、新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活動が大幅に制約され、景気が大きく落

ち込み、政府は持続化給付金や納税猶予制度、実質無利子・無担保融資などの様々な支援策を講じましたが、コロ

ナ禍の収束の見通しが立たず、厳しい状況となりました。 

とりわけ、信用金庫の取引先である中小企業等は売上高が大きく減少し、深刻な影響を被ることになりました。 

また、金融面では、地域の人口減少や中小企業数の減少に伴い事業基盤が縮小していることに加え、平成２８年

２月に導入された日本銀行のマイナス金利政策を初めとする未曾有の金融緩和政策の継続など、長引く超低金利政

策により、預貸金利鞘や有価証券運用益を中心とした利益確保が一段と困難な状況が続きました。 

こうした中、金融機関は、地域に根差し、今まで以上にお客様とのリレーションシップを大切に、地域が抱える

課題の解決に尽力し、これまで以上に地域社会全体の成長に貢献していくこと、コロナ禍におけるお客様への資金

支援に加えて、販路拡大や新商品の開発・プロモーション支援・ビジネスモデルの根本的な見直しなど、取引先の

収益力強化を図るための踏み込んだ支援を行うことが求められています。 

また、金融・非金融の両面からの地域の課題解決への取組みのための「経営力の強化」及び、デジタライゼーシ

ョンの流れに伴うオープンＡＰＩを活用したフィンテック企業との連携や、キャッシュレス決済手段と預金口座の

連携などを含むコンサルティング機能の発揮による「支援力の強化」、成年後見制度による財産保護や、後見制度

支援預金の取扱い及び民事信託への取組みを通じた「高齢化社会におけるサービスの多様化」、反社会的勢力の遮

断や特殊詐欺などの金融犯罪防止に加えて、国際的な課題となっている「マネロン・テロ資金供与対策」や「サイ

バーセキュリティ対策」などを含めた各種リスクへの対応力を高めるための「経営管理体制の充実・強化」などを、

より一層強化することが重要になっています。 

このような状況の中で当金庫は、全役職員の総力を結集し、地域に密着した金融機関として、お客様のニーズに

お応えし、地域経済の発展に貢献すべく積極的に業務を展開してまいりました。 

その結果、預金は期末８６９億５２百万円、貸出金は期末３９４億２０百万円となりました。 

収益面におきましては、経常損失は８億３８百万円、当期純損失は７億８６百万円、業務純損失は７２百万円と

なりました。これは、将来に備えた厳格な自己査定や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から取引先企業の業

況が悪化したことなどにより、不良債権処理費用が大幅に増加したことによるものであり、会員の皆様にはご理解

を賜りますようお願い申し上げます。 

当金庫においては、お客様本位の良質なサービスを提供し、お客様の最善の利益を図ることにより、安定した顧

客基盤と収益確保に繋がる業務運営に取組むと共に、これまでと同様に、コンサルティング機能を発揮し、地域や

中小企業者等の金融円滑化への適切な対応に努め、生き残り、勝ち残るためにも、収益基盤を拡大強化し経営の健

全性を確保することが必要且つ重要であります。 

このために、中小企業・個人向け貸出金の増強による貸出金利息収入の増加を図るほか、運用資産の構成の見直

し、保険や国債の販売による手数料収入の獲得、経費の節減、業務の効率化・合理化を図り、顧客信頼のバロメー

ターである個人預金の地域シェア増加に努めるとともに、国際的な課題となっている「マネロン・テロ資金供与対

策」や「サイバーセキュリティ対策」の強化に向けて取組むと共に、地域密着型金融を積極的に推進し、「地方創

生や地域活性化への取組み」、「環境、介護、医療などの新成長分野への取組み」、「中小企業者等の金融円滑化への

適切な対応」、「お客様の利便性向上と持続的発展が可能な地域社会づくり」を目指すとともに、個人情報の適切な

管理やお客様への説明責任・説明義務の徹底など、「顧客保護等管理態勢の充実」、「統合的リスク管理態勢の構築」、

「コンプライアンス態勢の強化」についても一人ひとりの知識を向上させ、「コンサルティング機能・金融仲介機

能」の発揮などに取組むことにより、当金庫の社会的責任・使命をしっかりと果たし、お客様に感謝し、寄り添い、

役職員が一丸となり、キャッチフレーズである「共に咲く喜び」の実現に向けて、地域に根ざした「砺波信用金庫」

を築き、皆様の信頼にお応えするよう努力致す所存でございます。 

どうぞ今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

令和３年７月       

理事長  松本 昭浩
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１．経営理念と経営方針 

 

 

（１）経営理念 

 

◎ 健全で活力のある中小企業の育成発展 

 

◎ 豊かで安定した家庭生活の実現 

 

◎ 明るく活気に溢れた街作り 

 

 

 

 

（２）経営方針 

 

◎ お客様本位の業務に努め、明るく元気な 

「としん」の役割を発揮します。 

 

◎ 収益目標達成に向けて意識改革を図り 

行動します。 

 

◎ 積極的な金融仲介機能の発揮により、 

地域の活性化に努めます。 

 

◎ 倫理感を一層高め、コンプライアンス 

態勢の強化に努めます。 
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２．金庫の概況及び組織 

◎当金庫の組織図 

(令和３年７月１日現在) 
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◎理事・監事の氏名及び役職名 

(令和３年７月１日現在) 

 

理 事 長(代表理事)    松 本  昭 浩 

常 務 理 事(代表理事)    加 藤  芳 勝 (※1) 

常 勤 理 事         長谷川   裕 

常 勤 理 事         清 水  郁 伸 

理 事(非常勤)     国 分  繁 昭 (※1) 

理 事(非常勤)     武 部  和 浩 (※1) 

理 事(非常勤)     宮 崎  正 行 (※1) 

理 事(非常勤)     余 西   孝  (※1) 

理 事(非常勤)     藤 井  圭 一 (※1) 

理 事(非常勤)     干 野  政 功 (※1) 

理 事(非常勤)     杉 木   徹  (※1) 

理 事(非常勤)     川 田  征 利 (※1) 

常 勤 監 事         橋 場   聡 

監 事(非常勤)     栗 山  雅 明 

員 外 監 事(非常勤)     大 島  惠 一 (※2) 

 

(※1)は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。 

(※2)は、信用金庫法第３２条第５項に定める員外監事です。 

 

 

◎会計監査人の名称 

(令和３年７月１日現在) 

 

有限責任 あずさ監査法人 
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◎事務所の名称及び所在地 

店  舗  名 所     在     地 電 話 番 号 

本 店 南砺市福野１６２１番地の１５ ０７６３(２２)２２００

本 店 営 業 部 南砺市福野１６２１番地の１５ ０７６３(２２)２１１１

福 野 駅 前 支 店 南砺市福野６７１番地の５ ０７６３(２２)２００２

城 端 支 店 南砺市城端５１５番地の１ ０７６３(６２)１４８０

戸 出 支 店 高岡市戸出町四丁目３－２８番地 ０７６６(６３)０３８５

津 沢 支 店 小矢部市津沢３４２番地の３ ０７６６(６１)２０７８

中 田 支 店 高岡市中田５２０９番地の２ ０７６６(３６)１１４０

砺 波 支 店 砺波市表町５番１号 ０７６３(３２)２９６０

井 波 支 店 南砺市山見６８８番地１ ０７６３(８２)１１６７

高 岡 支 店 高岡市川原町１番１号 ０７６６(２２)５４９１
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３．お客様本位の業務運営に関する方針 
 

信用金庫は、地域で暮らす人々が、自分たちの未来、地域社会のために必要な自分たちの金

融機関を造り出したいとの「志」から生まれた「非営利の金融機関」であり、「志」を同じくす

る会員のための協同組織金融機関であると共に、地域社会の事業を支え、生活を支える地域金

融機関であります。 

また、「①地域社会繁栄への奉仕」、「②中小企業の健全な発展」、「③豊かな国民生活の実現」

という信用金庫の 3 つのビジョンのもと、砺波信用金庫は、「共に咲く喜び」をキャッチフレー

ズに、人と街をつなぎ、地域の暮らしを支え、お客様のお役に立つべく地域金融機関としての

使命達成に邁進してきました。 

今後におきましても、地域の協同組織金融機関としての使命達成に向けて、引続き取組むと

共に、以下の方針に基づき、砺波信用金庫としての役割発揮に努めます。 

 

 

【方針 1】お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表 

○ 当金庫は、地域に密着した金融機関として、ディスクロージャーの充実・推進による経

営の透明性向上や各種リスクの管理、コンプライアンス体制の充実等を図り、お客様や地

域社会との信頼関係をより強固なものとします。 

また、お客様や地域社会から安心で便利な金融機関としての評価を得るため、顧客満足

度の高い商品・金融サービスの提供に努め、地域金融機関として金融の円滑化を図る等そ

の使命達成に努めます。 

○ 当金庫は、金融庁が 2017 年 3 月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」の    

7 項目すべてを採択し、「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下、「本方針」といいま

す。）を定めます。 

○ 「本方針」は、当金庫が発行するディスクロージャー誌及びホームページに掲載し、公

表すると共に、毎年見直しのうえ、必要に応じて改正します。 

 

【方針 2】お客様の最善の利益の追求 

○ 当金庫は、以下の「経営理念と経営方針」を掲げ、お客様本位の良質なサービスを提供

し、お客様の最善の利益を図ることにより、安定した顧客基盤と収益確保に繋がる業務運

営に取組みます。 

 

＜経営理念＞ 

◎ 健全で活力のある中小企業の育成発展 

◎ 豊かで安定した家庭生活の実現 

◎ 明るく活気に溢れた街作り 

 

＜経営方針＞ 

◎ お客様本位の業務に努め、明るく元気な「としん」の役割を発揮します。 

◎ 収益目標達成に向けて意識改革を図り行動します。 

◎ 積極的な金融仲介機能の発揮により、地域の活性化に努めます。 

◎ 倫理感を一層高め、コンプライアンス態勢の強化に努めます。 

 



- 7 - 

【方針 3】利益相反の適切な管理 

○ 当金庫は、信用金庫法に基づく金融機関として、また、金融商品取引法上の登録金融機

関として、これらの法令等により求められている体制整備を図り、「利益相反の恐れのある

取引」を特定し管理するための「利益相反管理方針」を定め、この方針に基づき適切な管

理を行います。 

 

【方針 4】手数料等の明確化 

○ 当金庫は、お客様からいただく手数料を、以下の関連項目毎に、当金庫が発行するディ

スクロージャー誌に掲載し公表すると共に、お客様にわかりやすく丁寧に説明いたします。 

＜手数料一覧＞ 

・為替関連、預金関連、貸出関連、でんさいネット関連、その他手数料 

 

【方針 5】重要な情報の分かりやすい提供 

○ 当金庫は、商品・サービスのご案内として、以下の項目毎に、当金庫が発行するディス

クロージャー誌に掲載し公表すると共に、お客様にわかりやすく丁寧に説明いたします。 

＜商品・サービスのご案内＞ 

・預金、貸出、国債、保険、信託、各種サービス 

 

【方針 6】お客様にふさわしいサービスの提供 

○ 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び、当該金融商品の販売に係る契約を締

結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明を行います。 

○ 当金庫は、「金融商品の勧誘方針」及び、「登録金融機関業務に係る倫理コード」を定め、

お客様にふさわしいサービスの提供に努めます。 

 

【方針 7】職員に対する適切な動機付けの枠組み等 

○ 当金庫は、「経営理念と経営方針」等を掲げ、お客様本位の良質なサービスを提供し、お

客様の最善の利益を図ることにより、安定した顧客基盤と収益確保に繋がる業務運営に取

組みます。 

また、「お客様本位の業務運営に関する方針」の当金庫の職員への定着と実践に向けて、

業態の中央機関である「全国信用金庫協会」や、「北陸地区信用金庫協会」及び、「富山県

信用金庫協会」主催の各種研修への派遣、信金中央金庫や他の信用金庫職員との「交流・

意見交換」等により、信用金庫の存在意義と役割発揮に係る人材育成を行います。 

なお、各種研修等への派遣に加え、当該研修参加者を講師とした「庫内研修」の実施や、

臨店指導の実施による職員のスキルアップに取組みます。 

 

以上 

 



- 8 - 

４．沿革・歩み 
昭和 ３年１２月 有限責任福野町信用組合設立許可 

昭和 ４年 １月 設立総会を行う 

昭和 ４年 ３月 福野町１３３８番地にて開業、福野町市街地が営業地区となる 

昭和１１年 ２月 事務所を福野町１３６０番地へ移転 

昭和２０年 ４月 市街地信用組合改組認可 

昭和２１年 ７月 事務所を福野町１６２１の甲へ移転 

昭和２３年 ３月 北山田村、高瀬村、山野村、東野尻村、津沢町、西野尻村、東石黒村が営業地区となる 

昭和２３年 ４月 出町、中田町、城端町、福光町、戸出町、石動町が営業地区となる 

昭和２４年 ４月 井波町が営業地区となる 

昭和２４年 ６月 国民金融公庫（統合により現在 (株)日本政策金融公庫）と代理業務契約 

昭和２５年 ３月 
東砺波郡全域、西砺波郡のうち石動町、戸出町、福光町、吉江村、東石黒村、西野尻

村、津沢町が営業地区となる 

昭和２５年 ４月 中小企業等協同組合法による信用協同組合に改組し砺波信用組合と改称 

昭和２５年 ４月 城端支店設置 

昭和２５年 ６月 戸出支店設置 

昭和２６年 ４月 津沢支店設置 

昭和２６年 ４月 中田支店設置 

昭和２６年１０月 信用金庫法の制定に伴い信用金庫に改組し砺波信用金庫と改称 

昭和２６年１０月 出町支店設置 

昭和２８年１１月 中小企業金融公庫（統合により現在 (株)日本政策金融公庫）と代理業務契約 

昭和３０年 ４月 福野駅前出張所設置 

昭和３０年１１月 井波支店設置 

昭和３３年 ５月 
東砺波郡全域、砺波市、西砺波郡戸出町、砺中町が営業地区となり、行政区域の変更に

伴い石動町、福光町、吉江村が地区外となる 

昭和３４年 ２月 全国信用金庫連合会（現 信金中央金庫）と代理業務契約 

昭和３８年 ４月 日本不動産銀行と代理業務契約（平成１２年１２月 契約解除） 

昭和３８年１１月 本店新築落成 

昭和３９年 １月 住宅金融公庫（現 住宅金融支援機構）と代理業務契約  

昭和３９年 ３月 日本長期信用銀行と代理業務契約（平成１２年１２月 契約解除） 

昭和３９年１０月 中小企業退職金共済事業団と代理業務契約 

昭和３９年１２月 高岡市が営業地区となる 

昭和４０年 ６月 日本興業銀行と代理業務契約（平成１３年１月 契約解除） 

昭和４０年 ６月 小矢部市全域と射水郡大門町が営業地区となる 

昭和４０年 ７月 出町支店を砺波支店に名称変更 

昭和４０年１１月 高岡支店設置 

昭和４１年 １月 国債引受開始 

昭和４１年 ５月 小規模企業共済事業団と代理業務契約 

昭和４１年 ６月 政府保証債券引受開始 

昭和４３年 ２月 環境衛生金融公庫（統合により現在 (株)日本政策金融公庫）と代理業務契約 

昭和４６年１２月 電算機（ＮＣＲセンチュリー１００）導入 
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昭和４６年１２月 資金量１００億円突破 

昭和５０年１２月 全国しんきん保証（株）と代理業務契約 

昭和５１年 ６月 西砺波郡福光町が営業地区となる 

昭和５１年 ８月 資金量２００億円突破 

昭和５３年１１月 創業５０年記念式典挙行 

昭和５４年 ３月 資金量３００億円突破 

昭和５６年１１月 電算機導入による全店オンラインの稼動 

昭和５８年１２月 資金量４００億円突破 

昭和５９年 ９月 福野駅前出張所が福野駅前支店として昇格認可を得る 

昭和５９年１１月 国債の窓口販売 

昭和６３年１０月 戸出西支店設置 

平成 元年 ３月 外国通貨の両替業務取扱開始 

平成 元年 ９月 資金量５００億円突破 

平成 ３年１１月 福野駅前支店新築移転 

平成 ３年１２月 資金量６００億円突破 

平成 ５年 ４月 西砺波郡全域が営業地区となる 

平成 ５年１０月 福野中央支店設置 

平成 ６年 １月 金の取扱業務開始 

平成 ７年１２月 資金量７００億円突破 

平成 ８年１１月 日本銀行との当座預金取引開始 

平成 ９年 ６月 射水郡全域が営業地区となる 

平成１１年 ５月 信金大阪共同事務センター事業組合への加盟及び電算システムの利用開始 

平成１１年１１月 宝くじの発売開始（平成１６年３月３１日取扱を廃止） 

平成１２年 ３月 デビットカードの取扱開始 

平成１２年１０月 日本銀行歳入代理店の事務取扱開始 

平成１２年１２月 しんきんＡＴＭゼロネットサービス開始 

平成１３年 ３月 スポーツ振興くじ払戻業務開始(平成１８年２月２８日払戻業務を廃止） 

平成１３年 ４月 損害保険業務「しんきんグッドすまいる」の取扱開始 

平成１３年１０月 戸出支店と戸出西支店の統合（戸出西支店の廃止） 

平成１４年 ５月 郵貯ＡＴＭとの相互接続開始 

平成１４年１０月 消費者金融及び生命保険会社に対するＡＴＭ開放 

平成１４年１０月 生命保険商品の取扱開始（定額年金、変額年金） 

平成１５年 ２月 個人向け国債（１０年変動金利型）の取扱開始（第１回募集から） 

平成１５年 ３月 ホームページの開設（http://www.tonami-shinkin.co.jp） 

平成１５年１０月 インターネットバンキング開始 

平成１６年 １月 料金払い込みサービス「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」開始 

平成１６年 ９月 本店営業部と福野中央支店の統合（福野中央支店の廃止） 

平成１６年１１月 決済用預金（普通預金無利息型）の取扱開始 

平成１７年 ４月 生命保険会社、銀行系消費者金融会社に対するＡＴＭ開放 

平成１７年 ９月 しんきんファクシミリ振込サービス開始 

平成１７年１０月 Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービス開始 

平成１７年１１月 井波支店移転新築オープン 
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平成１７年１２月 ＦＡＸ－ＯＣＲシステム開始 

平成１７年１２月 個人向け国債（５年固定金利型）の取扱開始(第１回募集から) 

平成１８年１２月 資金量８００億円突破 

平成１９年 ２月 としんカードのＡＴＭ利用手数料の無料化開始 

平成１９年１０月 しんきん北陸トライネットＡＴＭサービスを開始 

平成２０年 ２月 印鑑照合システムの稼動 

平成２０年 ４月 第三分野保険商品の取扱開始（がん保険、医療保険） 

平成２１年 ３月 ＡＴＭに通帳繰越機能を追加 

平成２２年 ７月 ＡＴＭに振込機能を追加（本店営業部・砺波支店） 

平成２２年 ７月 個人向け国債（３年固定金利型）の取扱開始（第１回募集から） 

平成２４年 ７月 北陸３県下１６信用金庫のＡＴＭによる通帳記帳取引の開始 

平成２４年 ８月 第三分野保険商品 標準傷害保険取扱開始 

平成２４年１１月 中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定取得 

平成２５年 ２月 「でんさいネット」のサービス開始 

平成２５年 ９月 富山県と「観光・産業振興に関する協定」を締結 

平成２６年 １月 富山県警察と「サイバー犯罪に対する共同対処協定」を締結 

平成２６年 ７月 富山県と「富山県におけるがん対策の推進に関する協定書」を締結 

平成２６年１１月 情報系サーバ機器等を(株)パワー・アンド・ＩＴが管理するデータセンターに移設 

平成２６年１２月 (株)商工組合中央金庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結 

平成２７年 １月 北陸税理士会富山県４支部と「業務協力に関する覚書」を締結 

平成２７年 ２月 独立行政法人福祉医療機構と「社会福祉事業施設に対する貸付けに係る覚書」を締結 

平成２７年 ５月 (株)日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結 

平成２７年１０月 
(株)日本政策金融公庫・富山県信用保証協会と 

「創業支援等に係る業務連携・協力に関する覚書」を締結 

平成２７年１０月 (一社)富山県機電工業会と「富山県のものづくり活性化を図るための包括協定」を締結 

平成２８年 ３月 北陸３県の全信用金庫と「大規模災害時における相互支援にかかる協定」を締結 

平成２８年 ７月 富山県全域が営業地区となる 

平成２９年 ４月 信託商品の取扱開始 

平成２９年１０月 (一社)富山県中小企業診断協会と「業務連携協力に関する覚書」を締結 

平成２９年１２月 (株)ＴＫＣと「中堅・中小企業の持続的成長支援に関する覚書」を締結 

平成３０年 ７月 戸出支店移転オープン 

平成３０年 ９月 株式会社トランビと「ビジネスマッチング契約」を締結 

平成３０年１１月 株式会社Ｏｒｉｇａｍｉと「加盟店開拓にかかる契約」を締結 

令和 ２年 ２月 パーソルホールディングス(株)と「業務提携契約」を締結 

令和 ２年 ４月 個人型確定拠出年金(しんきんｉＤｅＣｏ)の取扱開始 
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５．トピックス 
 

◎クールビズ、ウォームビズの実施 (地球温暖化防止・環境保全への取組み) 

◎「地域密着型金融推進計画」の進捗状況を公表 (令和元年度分) 

◎年金お客様感謝デーの実施 (年金振込日) 

◎(一社)しんきん保証基金保証付き「マイカーローン」のキャンペーンの実施 

(令和２年１月６日～６月３０日、令和２年１１月２４日～令和３年６月３０日) 

◎としん特別金利定期預金「スーパープレミアム」の発売 

(令和２年２月３日～４月３０日) 

◎給与振込キャンペーン「しんきんラッキー７キャンペーン」の実施 

(令和２年３月１日～５月３１日、令和３年３月３１日～５月３１日) 

◎としん給振キャンペーンの実施 

(令和２年３月２日～５月２９日、令和３年３月３１日～５月３１日) 

◎再委託スキームによる国民年金基金加入推奨業務の取扱開始 

(令和２年４月１日) 

◎生活資金支援ローンの取扱開始 

(令和２年７月１日) 

◎定期預金サマーキャンペーンの実施 

(令和２年７月１日～８月３１日) 

◎南砺市社会福祉協議会の事業「ケアネット活動(高齢者等の見守り)」への参加 

(令和２年９月１１日) 

◎「としん安心応援キャンペーン(しんきん iDeCo、国民年金基金加入キャンペーン)」の実施 

(令和２年９月２３日～１２月３０日) 

◎信用金庫業界制度商品「しんきんの医療・がん保険」の新規加入キャンペーンの実施 

(令和２年１０月１日～令和３年３月３１日) 

◎(一社)富山県中小企業診断協会「無料経営相談会」を開催 

(令和２年１１月４日) 

◎定期預金ウィンターキャンペーンの実施 

(令和２年１２月１日～令和３年１月２９日) 

◎「砺波信用金庫ＳＤＧｓ宣言」を公表 

(令和２年１２月２２日) 

 


